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１ 平成２１年度地域密着型サービス部会に係る中間報告について 

 

平成 21 年 10 月 21 日（水） 

 
 今年度、「地域密着型サービス部会」を３回開催し、指定申請等のあった事業所の指定等

について協議を行いましたので、各回における諮問事項等について報告します。 
 
■第１回開催（平成 21 年５月 20 日（水）） 

⑴ 新規指定（計４件） 

① グループホーム三和（定員９人） 
サービス種別 （介護予防）認知症対応型共同生活介護 
運営主体 株式会社 ホライズン 
事業所所在地 いわき市三和町渡戸字峠平 33－１（第 12 圏域 好間・三和） 
指定年月日 平成 21 年６月１日 

② もみじのこみち デイサービスセンター（定員 12 人） 
サービス種別 （介護予防）認知症対応型通所介護（単独型） 
運営主体 有限会社 いわきケアフォレスト 
事業所所在地 いわき市平紅葉町 40 番地の９（第１圏域 平市街地） 
指定年月日 平成 21 年６月１日 

③ フォレストタウン（定員８人） 
サービス種別 地域密着型特定施設入居者生活介護 
運営主体 有限会社 いわきケアフォレスト 
事業所所在地 いわき市平紅葉町 40 番地の９（第１圏域 平市街地） 
指定年月日 平成 21 年６月１日 

④ グループホーム我が家（定員３人） 
サービス種別 認知症対応型通所介護（共用型） 
運営主体 有限会社 アロー商事 
事業所所在地 いわき市平字橋下１番地（第１圏域 平市街地） 
指定年月日 平成 21 年６月１日 

⑵ 事業変更等届出事項報告（計８件） 

 
■第２回開催（平成 21 年７月 15 日（水）） 

⑴ 新規指定（計３件） 

① ニチイのほほえみいわき内郷（定員 18 人（２ユニット）） 
サービス種別 （介護予防）認知症対応型共同生活介護 
運営主体 株式会社 ニチイ学館 
事業所所在地 いわき市内郷高坂町大町 30 番地４号（第 11 圏域 内郷） 
指定年月日 平成 21 年 10 月１日 

 



② ニチイのほほえみたいら（定員 18 人（２ユニット）） 

サービス種別 （介護予防）認知症対応型共同生活介護 
運営主体 株式会社 ニチイ学館 
事業所所在地 いわき市小島町２丁目６－３（第１圏域 平市街地） 
指定年月日 平成 21 年 10 月１日 

③ ニチイのほほえみいわき小名浜（定員 18 人（２ユニット）） 
サービス種別 （介護予防）認知症対応型共同生活介護 
運営主体 株式会社 ニチイ学館 
事業所所在地 いわき市小名浜岡小名字仏玄前 3-1（第 5 圏域 小名浜市街地・東部） 
指定年月日 平成 21 年 10 月１日 

⑵ 指定更新（計１件） 

⑶ 市町村独自基準設定の要否に係る検討 

① 市内事業所において発生した火災事故を受け、主に防火安全対策に関連した本市

独自基準の設定は何らかの形で必要と考える。 

② 現段階では、指針又は内規程度による基準設定とすることで検討することとした。 

③ 基準項目詳細については、次回以降継続して協議するものとする。 
⑷ 事業変更等届出事項報告（計３件） 

 
第３回開催（平成 21 年 10 月 21 日（水）） 

⑴ 新規指定（計２件） 

① すいとぴーデイサービスセンターひらくぼ（定員 12 人） 
サービス種別 （介護予防）認知症対応型通所介護（単独型） 
運営主体 日総ニフティ株式会社 
事業所所在地 いわき市平下平窪字鶯内 101－１（第２圏域 平北部） 
指定希望年月日 平成 21 年 11 月１日 

② 誠励会グループホーム芝桜（定員 18 人（２ユニット）） 
サービス種別 （介護予防）認知症対応型共同生活介護 
運営主体 医療法人 誠励会 
事業所所在地 福島県石川郡平田村上蓬田字清水内１５番地（市外所在） 
指定希望年月日 可及的すみやかに 

⑵ 指定更新（計２件） 

⑶ 市町村独自基準設定に係る検討 

・ 基準項目詳細に係る意見を聴取。 

⑷ 事業変更等届出事項報告（計４件） 

⑸ 平成 21 年度認知症高齢者グループホーム及び地域密着型特別養護老人ホーム事業予

定者公募に係る結果報告 

 



２ 要介護認定の見直しについて 

１．10 月改正について 

【経過】 

  平成 21 年 4 月に要介護認定の方法を見直したところですが、「日頃の状況が反映されな

い」「適切な介助がなされていない場合には、反映されない」等により、本人の状態に変

化が無いにもかかわらず要介護度が軽くなるといった指摘を受け、再度の見直しに向け 4

月 13 日に国により「第 1回要介護認定の見直しに係る検証・検討会」が開催されたところ

です。 

また、検討が終了するまでの間は、従前から利用している更新申請者に配慮し、「経過

措置」が適用され、希望により従前の要介護度と同様の認定がなされていたところです。 

7 月 28 日に「第３回要介護認定の見直しに係る検証・検討会」が開催され、検討内容が

まとめられ、10 月申請分から再度、要介護認定の方法について見直すこととされたところ

です。 

 

【見直しの概要】 

   

○ 要介護認定調査における３つの評価軸（①能力②介助の方法③有無）における評価方法

が修正(調査項目 74 項目中 43 項目)された。 

○ 調査項目数や要介護認定一時判定ソフトの変更は無し。 

 

 

①能力・・・「起き上がり」や「立ち上がり」「歩行」などの調査項目については、本人の身

体機能における能力（出来るかどうか）を評価する。 

 
4 月改正 10 月改正 

 

実際に行ってもらうことを基本とし

ながらも、調査時の状況と介護者等か

ら聞き取りした日頃の状況が異なる

場合については、より頻回な状況で判

断する。 

実際に行ってもらった状況のみで

判断する。 

 

 

 

 

 

 

    (例) 「立ち上がり」の調査項目の場合 

 

       普段は、手すりや肘掛やなど、何かにつかまらないと立ち上がれないが、調

査時はすこぶる体調が良く、どこにもつかまらずに立ち上がることが出来た。 

 

       調査の判断：4月改正⇒調査時にはどこにもつかまらずにできたので 

「つかまらずにできる」を選択。 

             10 月改正⇒普段はつかまらないとできないので、より頻回な状況

から「何かにつかまればできる」を選択。 



②介助の方法・・・「洗顔」や「食事摂取」などの調査項目については、介助がどのよう

に行われているかで評価する。 

 
4 月改正 10 月改正 

 

実際に行われている介助が不適切な

場合は、適切な介助（調査員が必要

だと判断する介助の方法）で判断す

る。 

実際に行われている介助の状況で判

断する。 

 

 

 

 

 

(例) 「洗顔」の調査項目の場合 

 

       自分で洗顔することは困難。タオルを渡せばなんとかこすることは可能なレ

ベルであるが、介護者が顔を拭いてあげたり、タオルを渡してあげることはほ

とんど無く、介護が不十分な状況。 

 

       調査の判断：4月改正⇒実際に介助は行われていないので 

「介助されていない」を選択。 

             10 月改正⇒実際に介助は行われていないものの、介助の必要はあ

り、タオル等を渡せば自分で顔を拭けるレベルであ

ることから、「一部介助」を選択。 

 

生活習慣等により行為が発生してい

ない場合は、類似の行為で判断する。

 

生活習慣等により行為が発生してい

ない場合は、「介助されていない」と

判断する。 

 

 

 

 

(例) 「整髪」の調査項目の場合 

 

        頭髪が無いため、整髪は行っていない。洗顔や着替えも準備や手渡し等の

一部介助が必要な状況にあるため、整髪もブラシの準備が必要なレベル。 

 

       調査の判断：4月改正⇒実際に整髪の介助を行っていないので「介助されてい

ない」を選択。 

             10 月改正⇒実際に整髪の介助は行っていないものの、洗顔や着替

えも準備や手渡し等の一部介助が必要な状況にあり、

整髪もブラシの準備等が必要な状況にあると判断し

「一部介助」を選択。 

  

 

【見直し時期】 

   平成 21 年 10 月 1 日申請分から 

 

 



【経過措置について】 

  

 要介護認定の見直しがされたことに伴い、9月末をもって「経過措置」を終了。 

   なお、経過措置期間中に認定されたものについては、有効期間が終了するまでの間、

当該認定の効力が有効。 

 

 

２．4月改正の状況 

 

○4 月改正後における更新申請者（経過措置適用者）の認定状況 

 

【いわき市】 

 

前回の二次判定結果と今回の二次判定結果との比較（経過措置適用前） 

         

軽度 1,588 30.0%
変更なし 2,531 47.8%
重度 1,175 22.2%

合計 5,294 100.0%

※平成 21 年４月～９月末までの対象者 

  

【国】  

第 3回要介護認定の見直しに係る検証・検討委員会資料抜粋 

前回の二次判定結果と今回の二次判定結果との比較（経過措置適用前） 

 

               

※4 月～5月の間に要介護認定を実施したものについて、６月に全国の自治体

（1489）に対し実施した調査結果 



要 介 護 認 定 見 直 し の 概 要

確認動作＋日頃の状況。
より頻回な状況で選択。

明確な基準なし。
日常生活上の支障で判断。

能
力

麻
痺

拘
縮

2009年3月末までの調査方法

実際に行ってもらった状況と、
調査対象者や介護者から聞き
取りした日頃の状況とが異なる
場合、実際に行ってもらった状
況で選択する。

2009年4月改正後

ポ
イ
ン
ト
１

「起き上がり」等の項目で、自分
の身体の一部を支えにして行う
場合、「できる」を選択。

「起き上がり」等の項目で、自分
の身体の一部を支えにして行う
場合、「何かにつかまればでき
る」を選択。

実際に行ってもらった状況と、調
査対象者や介護者から聞き取り
した日頃の状況とが異なる場
合、より頻回な状況で選択す
る。

 2009年10月改正後

実際に行われている介助により
選択。
（不適切な状況については特記
事項の記載のみとし、選択には
反映できなかった。）

実際に行われている介助が、不
適切な場合は、その理由を特記
事項に記載した上で、適切な介
助を選択。

　　各調査項目の固有の修正点

生活習慣等によって行為が発生しな
い場合の判断根拠は項目によって
様々。（対象者の能力を勘案、類似
の行為を勘案など。）

生活習慣等によって行為が発
生しない場合は、「介助なし」を
選択して、状況を特記事項に記
載。

生活習慣等によって行為が発
生しない場合は類似の行為で
評価できることとした。

ポイント
５

ポ
イ
ン
ト
３

ポ
イ
ン
ト
２

ポ
イ
ン
ト
４

「起き上がり」等の項目で、自分の身
体の一部を支えにして行う場合、「何
かにつかまればできる」を選択。

判断の根拠については、項目によっ
て様々。（頻回な状況、調査対象者
の能力を勘案。

能力
・
有無

介助の方
法

介助の方
法

能力
・
有無
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